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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外周部に収納溝が形成され、前記収納溝内に光ファイバが収容されたスロットロッドの
外周に、押え巻テープと、シースと、を順に施してなる光ファイバケーブルにおいて、
　前記押え巻テープは、長さ方向の破断張力（Ｎ）×破断伸び（％）が１０００以下であ
り、
　前記押え巻テープには、幅方向の端部に前記押え巻テープの両面を貫通する切り込みが
施されており、
　前記切り込みの間隔が前記光ファイバケーブルの長手方向の距離で８０ｍｍ以下である
ことを特徴とする光ファイバケーブル。
【請求項２】
　前記切り込みの長さは２ｍｍ以上であり、かつ、前記切り込みの長さと前記スロットロ
ッドの外径の比が１．０以下であることを特徴とする請求項１に記載の光ファイバケーブ
ル。
【請求項３】
　前記スロットロッドの外周に、粗巻き紐と、前記押え巻テープと、前記シースと、が順
に施され、
　前記押え巻テープは、前記粗巻き紐の一部が露出するように隙間を持たせて施され、そ
の上に前記シースが施されており、
　前記露出した部分の粗巻き紐は融解して元の状態よりも幅が狭い状態、あるいは切断さ
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れた状態であることを特徴とする請求項１または請求項２記載の光ファイバケーブル。
【請求項４】
　前記スロットロッドの外周に、粗巻き紐と、前記押え巻テープと、前記シースと、が順
に施され、
　前記粗巻き紐は前記押え巻テープと接着していることを特徴とする請求項１～請求項３
のいずれか１に記載の光ファイバケーブル。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、中間後分岐を容易に行うことができる光ファイバケーブルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　代表的な光ファイバケーブルとしてスロット型光ファイバケーブルがある。スロット型
光ファイバケーブルは、外周部に収納溝を有するスロットロッドと、各収納溝内に収容さ
れた光ファイバと、光ファイバが収容されたスロットロッドの外周部に巻かれる押え巻テ
ープと、押え巻テープが巻かれたスロットロッド全体を被覆するシース等からなる。
　光ファイバは、たとえば、複数本の光ファイバを樹脂で一体化してテープ状にした光フ
ァイバテープ心線として収容される。
【０００３】
　一方、スロット型光ファイバケーブルの製造時には、収納溝にテープ心線を収納後、粗
巻き紐を巻きつけ、テープ心線が収納溝から脱落することを防止する。そして、その上か
ら押え巻テープを螺旋巻きまたは縦添えにて施し、その後、押え巻テープの外側に高温の
熱可塑性樹脂を被覆することによりシースを形成する。
【０００４】
　スロット型光ファイバケーブルの敷設後の作業として、光ファイバケーブルに収容され
た光ファイバテープ心線のうちの１心または数心を取り出して、他の光ファイバと接続す
る中間後分岐作業を行う場合がある。この中間後分岐では、まず外部からシースを専用工
具等を用いて切り裂いて、さらに押え巻テープおよび粗巻き紐をカッター等を用いて切断
してスロットロッドに収納された光ファイバテープ心線を取り出す。
【０００５】
　スロットロッドの収納溝の形状としては、収納溝がスロットロッドの長手方向に一方向
の螺旋状に形成されたＳ型と、所定の長さで螺旋方向が反転するＳＺ型の２種類がある。
ＳＺ型の収納溝を有するスロット型光ファイバケーブルは、光ファイバケーブルの途中で
収納溝から容易にテープ心線を引き出すことができ、中間後分岐に適している。
【０００６】
　ＦＴＴＨ（Ｆｉｂｅｒ　ｔｏ　ｔｈｅ　ｈｏｍｅ）の普及等もあって、中間後分岐作業
を行う頻度が増加しており、中間後分岐作業が容易に行える光ファイバケーブルが求めら
れている。
　中間後分岐作業が容易に行える光ファイバケーブルとしては、たとえば、光ファイバテ
ープ心線に光ファイバ同士の間を長手方向に沿って切り離すことで光ファイバが単心毎あ
るいは複数心毎に分離された分断部が設けられ、該分断部がＳＺ型スロットロッドの螺旋
の向きが反転する位置に配置されるように収納されている光ファイバケーブルが提案され
ている（例えば、特許文献１参照）。
　また、リサイクル性を考慮した光ファイバケーブルとして、押え巻テープを隙間が形成
されるように巻き、隙間から露出した部分の粗巻き紐をシースに融着させた光ファイバケ
ーブル（例えば、特許文献２参照）や、粗巻き紐と押え巻きテープとを接着させた光ファ
イバケーブル（例えば、特許文献３参照）が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００７】
【特許文献１】特開２００５－０６２４２７号公報
【特許文献２】特開２００８－１０７７５７号公報
【特許文献３】特開２００８－１３９６３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　前述したように、中間後分岐作業において、光ファイバケーブルから光ファイバを取り
出すには、取り出す位置の近傍の数１０ｃｍにわたりシースを剥ぎ取り、押え巻テープと
粗巻き紐をカッター等で切断する必要がある。この作業において、作業者はカッターで光
ファイバテープ心線を傷つけないよう細心の注意を払う必要がある。
【０００９】
　特許文献１に記載の構造では、光ファイバテープ心線の取り出し、および光ファイバテ
ープ心線取り出し後の光ファイバの分岐作業を容易かつ迅速に行うことができるとされて
いるが、光ファイバケーブルから光ファイバテープ心線を取り出す作業については考慮さ
れていない。
【００１０】
　また、特許文献２や特許文献３に記載の光ファイバケーブルを中間後分岐する場合は、
押え巻テープを剥ぎ取ると同時に粗巻き紐を除去することができるとされているが、押え
巻テープは通常手では切れないので、剥ぎ取るためにカッター等の刃物を用いる必要があ
り、光ファイバを収納したスロットロッドにダメージを与えることがある。
【００１１】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、押え巻テープを除去するときにカッタ
ー等の刃物を用いる必要がなく、中間後分岐作業、特に光ファイバケーブルから光ファイ
バテープ心線を取り出す作業を容易に行うことができる光ファイバケーブルを提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するため、本発明は、外周部に収納溝が形成され、前記収納溝内に光フ
ァイバが収容されたスロットロッドの外周に、押え巻テープと、シースと、を順に施して
なる光ファイバケーブルにおいて、前記押え巻テープは、長さ方向の破断張力（Ｎ）×破
断伸び（％）が１０００以下であり、前記押え巻テープには、幅方向の端部に前記押え巻
テープの両面を貫通する切り込みが施されており、前記切り込みの間隔が前記光ファイバ
ケーブルの長手方向の距離で８０ｍｍ以下であることを特徴とする。
 
【００１４】
　また、前記切り込みの長さは２ｍｍ以上であり、かつ、前記切り込みの長さと前記スロ
ットロッドの外径の比が１．０以下であることを特徴とする。
 
【００１６】
　また、前記押え巻テープは、前記粗巻き紐の一部が露出するように隙間を持たせて施さ
れ、その上に前記シースが施されており、前記露出した部分の粗巻き紐は融解して元の状
態よりも幅が狭い状態、あるいは切断された状態であってもよい。
 
【００１７】
　また、前記粗巻き紐は前記押え巻テープと接着していてもよい。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、押え巻テープを除去するときにカッター等の刃物を用いる必要がなく
、中間後分岐作業を容易に行うことができる光ファイバケーブルが提供される。
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【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る光ファイバケーブル１Ａを示す側面図である。
【図２】図１のII－II矢視断面図である。
【図３】収納溝１２を示す拡大断面図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る光ファイバケーブル１Ｂを示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明について詳細に説明する。
［第１実施形態］
　図１は本発明の第１実施形態に係る光ファイバケーブル１Ａを示す側面図であり、図２
は図１のII－II矢視断面図である。図１、図２に示すように、光ファイバケーブル１Ａは
、スロットロッド１０と、光ファイバテープ心線２０と、粗巻き紐３０と、押え巻きテー
プ４０とシース６０と、から概略構成される。ここで、図１においては、シース６０の一
部を除去し、押え巻きテープ４０の一部を切り開いた状態を示している。
【００２１】
　スロットロッド１０の中心には、張力を負担するテンションメンバ１１が設けられてい
る。テンションメンバ１１は例えば鋼線である。なお、複数本の鋼線を撚り合わせて用い
てもよい。
【００２２】
　また、スロットロッド１０の外周部には、スロットロッド１０の周方向に間隔を空けて
長手方向に延在する複数の収納溝１２が設けられており、図１では５つのＳＺ型の収納溝
１２が設けられている。各収納溝１２には、光ファイバテープ心線２０が複数枚積層され
てそれぞれ収容される。
【００２３】
　図３は１つの収納溝１２の拡大断面図である。図３に示すように、光ファイバテープ心
線２０は、複数本の光ファイバ２１を一列に配列して被覆材２２により一括被覆してテー
プ状に形成されている。被覆材２２としては、例えばＵＶ硬化樹脂等を用いることができ
る。
　なお、図２、図３においては、８本の光ファイバ２１が一列に配列され、被覆材２２に
より一括被覆した８心の光ファイバテープ心線２０を用い、１つの収納溝１２内に１０枚
の光ファイバテープ心線２０が積層された例を示しているが、１枚の光ファイバテープ心
線内の光ファイバ心線数および１つの収納溝内の光ファイバテープ心線の積層数はこれに
限定されない。
【００２４】
　収納溝１２に光ファイバテープ心線２０が収容された状態で、スロットロッド１０の外
側に粗巻き紐３０が螺旋状に巻きつけられている。粗巻き紐３０は収納溝１２から光ファ
イバテープ心線２０が脱落するのを防止する。
　粗巻き紐３０としては、その融解温度がシースを被覆するときの温度以下のものを用い
ることが好ましい。このようにすることで、押え巻テープを剥ぎ取ると同時に粗巻き紐を
除去することができる。
　シース６０を施すときの温度は１６０～２２０℃程度であるので、粗巻き紐３０として
は融解温度がそれ以下であるポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアミド、ポリスチレン
、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、エチレン－酢酸ビニル共重合樹脂（ＥＶＡ）のうちのいず
れか１つまたはそれらを複合したもの等を用いることができる。
【００２５】
　粗巻き紐３０が巻きつけられたスロッドロッド１０の外側には、さらに押え巻テープ４
０が螺旋状に巻き付けられる。この押え巻テープ４０の巻き方を横巻きと呼ぶ。このとき
、押え巻テープ４０は、粗巻き紐３０の一部が露出するように隙間４１を持たせて巻かれ
る。押え巻テープ４０としては、一般的にプラスチック繊維を接合した不織布や天然繊維
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を織った布テープが用いられる。
【００２６】
　なお、押え巻テープ４０としては、破断張力（Ｎ）×破断伸び（％）が１０００以下で
あるものを用いる。このようにすることで、押え巻きテープ４０を手で切ることができ、
押え巻テープを除去するときにカッター等の刃物を用いる必要がなく、中間後分岐作業を
容易に行うことができる。なお、スロットロッドの周囲に押え巻テープを施す製造工程に
おいて、押え巻テープが切断しないようにするためには、破断張力（Ｎ）×破断伸び（％
）は４９以上であることが好ましい。
【００２７】
　なお、破断張力（Ｎ）を調整する方法としては、不織布の繊維量を増やしたり延伸した
樹脂を貼り合わせることで大きくでき、逆に不織布の繊維量を減らすことにより小さくす
ることができる。
　また、破断伸び（Ｎ）を調整する方法としては、不織布の接合方法を熱接着にしたり延
伸した樹脂を貼り合わせたりすることで大きくでき、不織布の接合方法を接着剤にするこ
とで小さくすることができる。
【００２８】
　また、押え巻テープ４０は、幅方向の端部に切り込み４５を施してもよい。このように
すると、ほとんどの材質の押え巻テープ４０において、破断張力（Ｎ）×破断伸び（％）
が小さくなり手で切断しやすくなる。また、切り込み４５部をつまみ出すことができるた
め、押え巻テープ４０を手で切るための起点となり、より容易に押え巻テープを手で切断
することができる。
【００２９】
　切り込み４５の長さは、小さすぎると中間後分岐作業の際に手でつまみ出しにくくなり
、大きすぎるとシース工程でめくれが生じ外観異常の原因となるため、２ｍｍ以上であり
、かつ、切り込みの長さとスロットロッドの外径の比が１．０以下であることが好ましい
。
　切り込みが大きいと、スロットロッドから切り込み部分が突起のように飛び出した状態
となり、シース工程でケーブルの外観に凹凸等の異常が生じやすい。スロットロッドから
どれくらい飛び出すかは、切り込みの長さが同じ場合でもスロットロッドが小さいほど顕
著に飛び出し、スロットロッドが大きいとほとんど飛び出さない。従って、切り込みの長
さとスロットロッドの外径の比は、小さいほど外観異常を生じにくい。
【００３０】
　また、切り込み４５の間隔は、大きすぎると切り込み４５のある場所を探すのが困難と
なるため、押え巻テープ４０を光ファイバケーブルに巻いた状態で、切り込み４５の間隔
が、ケーブルの長手方向の距離で２００ｍｍ以下となるように前記切り込みが施されてい
ることが好ましい。なお、切り込み４５の間隔が小さすぎると隣の切り込みとの間で切断
されてしまい、押え巻テープ全体を切断することができない上、切り込みを施す加工に手
間がかかることから、切り込みの間隔は押え巻テープの長手方向の間隔で１０ｍｍ以上で
あることが好ましい。
【００３１】
　なお、切り込み４５は斜めに施してもよいが、押え巻きテープ４０の長手方向と垂直に
入れると押え巻きテープ４０の幅方向の最短距離で切れるため、所望の箇所の押え巻きテ
ープ４０を確実に除去できる。また、容易に手で切断するために切り込み４５を大きくし
たいがスロットロッドの外径との関係で切り込み４５を大きくできない場合は、押え巻き
テープ４０の幅方向の両端に施すことが好ましく、一方の切り込みの延長線上にもう一方
の切り込みを施すことが好ましい。
【００３２】
　切り込み４５の形状としては、線状あるいはＶ字状等の先端が尖った形状であればよい
が、押え巻きテープ４０がよりつまみ出しやすく、また加工が容易であることから、線状
であることが好ましい。
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　一方、切り込み４５を施すことで、破断張力（Ｎ）×破断伸び（％）を１０００以下と
した押え巻テープ４０を用いた場合は、切断箇所が切り込み部に限定されるが、切り込み
４５を施さなくても、破断張力（Ｎ）×破断伸び（％）が１０００以下である押え巻テー
プ４０を用いた場合は、任意箇所で切断できる利点がある。
　なお、切り込み４５を施さなくても、破断張力（Ｎ）×破断伸び（％）が１０００以下
である押え巻テープ４０に切り込み４５を施し、より手で切断しやすくしてもよい。
【００３３】
　次に、スロッドロッド１０の外周に、粗巻き紐３０、押え巻きテープ４０が巻きつけら
れたケーブルコアの外側に、シース６０となる融解した１６０～２２０℃の熱可塑性樹脂
を被覆すると、このときの熱により、押え巻テープ４０の隙間４１から露出している粗巻
き紐３０が溶融する。なお、熱可塑性樹脂としては、ポリエチレン（ＰＥ）を用いるのが
一般的である。
　熱可塑性樹脂の温度が低下し固化すると、シース６０が形成されるが、このときシース
６０の内側では、押え巻テープ４０の隙間４１から露出している粗巻き紐３０が、一旦溶
融して固化することにより、シース６０と一体化するか、または元の状態よりも幅が狭い
状態、あるいは切断された状態となる。
【００３４】
　なお、シース６０を施すことにより、隙間４１から露出している粗巻き紐３０がどのよ
うな状態になるかは、粗巻き紐３０の材質によって決まり、たとえばシース６０と粗巻き
紐３０が、同じ材料からなる場合は、両者は一体化しやすい。
　また、このとき粗巻き紐３０がシース６０と一体化せず、元の状態よりも幅が狭い状態
あるいは切断された状態となれば、シース剥ぎ取り時の力が増してシース剥ぎ取り作業が
困難となったり、引っ張られた粗巻き紐が押え巻テープをずらしたりスロットをしごいた
りして、光ファイバを収納したスロットロッドにダメージを与えることがなく、より容易
に中間後分岐作業を行うことができる。
　以上により、光ファイバケーブル１Ａが完成する。
【００３５】
　なお、図１においては、粗巻き紐３０と押え巻テープ４０を互いに反対方向に巻きつけ
ているが、両者の巻き方向を同方向としてもよい。
　また、押え巻テープ４０をスロットロッド１０の長さ方向に添える縦添えとすることも
できる。
【００３６】
　このように形成された光ファイバケーブル１Ａに対して中間後分岐作業を行う場合には
、押え巻テープを除去するときにカッター等の刃物を用いる必要がなく、中間後分岐作業
を容易に行うことができる。
　また、第１実施形態例のように、粗巻き紐３０として融解温度がシース６０を被覆する
ときの温度以下であるものを用い、粗巻き紐３０が押え巻きテープ４０の隙間４１から露
出するように押え巻きテープ４０を施した場合は、押え巻きテープ４０を剥ぎ取ると同時
に粗巻き紐３０も除去される。つまり、あらかじめ粗巻き紐３０が切れているまたは切れ
やすい状態となっているため、粗巻き紐３０の除去にも刃物を使用する必要がなく、中間
後分岐作業をより容易に行うことができる。
【００３７】
〔第２実施形態〕
　図４は本発明の第２の実施形態に係る光ファイバケーブル１Ｂを示す側面図である。こ
こで、図４においては、シース６０の一部を除去した状態を示している。また、第１実施
形態と同様の構成については、同符号を付して説明を割愛する。なお、図示しない押え巻
テープ４０の内部（スロットロッド１０、粗巻き紐３０等）の構造は図１と同様である。
　本実施形態においては、押え巻テープ４０をその一部が重なり合うように巻くことで、
スロットロッド１０の全周を押え巻テープ４０が覆っている点が第１実施形態と異なる。
　本実施形態例においても押え巻テープ４０としては、破断張力（Ｎ）×破断伸び（％）
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が１０００以下であるものを用いる。
　このように形成された光ファイバケーブル１Ｂに対して中間後分岐作業を行う場合には
、第１実施形態同様、押え巻テープを除去するときにカッター等の刃物を用いる必要がな
く、中間後分岐作業を容易に行うことができる。
　また、第１実施形態と同様に押え巻テープ４０の幅方向の端部に切り込み４５を施して
、より容易に押え巻テープを手で切断できるようにしてもよい。
【００３８】
　さらに、隙間なく押え巻テープ４０を巻くことで、シース６０を形成するとき、高温の
熱可塑性樹脂を押え巻テープ４０の外側に被覆しても熱可塑性樹脂の熱がスロットロッド
や光ファイバテープ心線に伝導するのを防止することができる。また、熱可塑性樹脂が収
納溝に入り込むのを防止することができる。
【００３９】
　また、このとき、押え巻きテープ４０として粗巻き紐３０と押え巻きテープ４０とを接
着させるための加工が施されているものを用いることが好ましい。このようにすることで
、押え巻きテープ４０を剥ぎ取ると同時に粗巻き紐３０も除去されるため、粗巻き紐３０
の除去にも刃物を使用する必要がなく、中間後分岐作業をより容易に行うことができる。
さらに、中間後分岐作業時に切断された粗巻き紐３０の断片が散らばることがない。
　粗巻き紐３０と押え巻きテープ４０とを接着させる方法としては、押え巻きテープ４０
の粗巻き紐３０と接触する面に、その融解温度がシースを施すときの温度以下のポリエス
テル、ポリアミド、ポリウレタン等のプラスチックを貼り合わせる等の方法がある。なお
、プラスチックを粗巻き紐３０に施してもよい。
　なお、粗巻き紐３０と押え巻きテープ４０とを接着させるための加工が施されている粗
巻き紐３０または押え巻きテープ４０は、第１の実施形態にも適用することが可能である
。
【００４０】
　以下、実施例を用いて本発明をさらに詳細に説明する。
　［実施例１］
　表１に示す切り込みが施されていない各種押え巻きテープ４０を用意し、手で切断でき
るかどうかを評価した。結果を表１に示す。
　表１の「切断性」において手で切断できたものを○、切断できなかったものを×とした
。
　なお、表1におけるサンプル１－１～５は繊維の目付量や接合方法を変化させたポリエ
ステル繊維からなる不織布であり、サンプル１－６は、ポリエステル繊維からなる不織布
の粗巻き紐３０と接触する面に、ポリエチレン-テレフタレートを貼り合わせたものであ
り、サンプル１－７はレーヨン繊維を織った布テープである。
　また、表１における破断張力（Ｎ）とは、押え巻きテープを標点間隔２００ｍｍで２０
０ｍｍ／ｍｉｎの速度で引っ張って破断した時の張力である。また、破断伸び（％）とは
、破断張力に至った時の押え巻きテープの伸び量を初期寸法に対する割合で示した値であ
る。
【００４１】
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【表１】

【００４２】
　表１に示すように、破断張力（Ｎ）×破断伸び（％）が１０００以下であるサンプル１
－５、サンプル１－７は手で切断することが可能であった。
　なお、手で切断する具体的な作業としては、切り込み部分を中心にした両端（切り込み
が無い場合は任意の部分）をそれぞれ両手の指先で摘み、左右の手を互い違いに前後に引
き裂くようにした。
【００４３】
　［実施例２］
　実施例１と同種の押え巻きテープ４０に、幅方向の片端に長さ２ｍｍの切り込みを施し
た押え巻きテープ４０に対し、実施例１と同様の評価を行った。
　なお、切り込みは、押え巻きテープ４０の長手方向に垂直な線状に施した。
　結果を表２に示す。
【００４４】

【表２】

【００４５】
　表２に示すように、表１と比較して、いずれの押え巻きテープ４０においても切り込み
を施すことにより、破断張力（Ｎ）×破断伸び（％）が低下している。つまり、手で切断
しやすくなる。また、破断張力（Ｎ）×破断伸び（％）が１０００以下であるサンプル２
－２～７は手で切断することが可能であった。
【００４６】
　［実施例３］
　サンプル１－３の押え巻きテープ４０に各種長さの切り込みを入れた押え巻きテープ４
０を用いて、実際に光ファイバケーブルを製造し、中間後分岐作業性を評価した。
　切り込みは実施例２と同様、押え巻きテープ４０の長手方向に垂直な線状の切り込みで
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あり、テープ４０の幅方向の片端に施した。
　スロットロッドは表３に示す各外径を有するＳＺ型スロットロッドであり、スロットロ
ッドの外周にはポリエチレンからなる粗巻き紐３０を左巻きに巻き、その上に表３に示す
各種長さの切り込みを入れた押え巻きテープ４０を右巻きに巻いた。
　なお、押え巻きテープ４０の巻き方は図１に示すような、隙間４１を設けた横巻きとし
た。
　また、得られたケーブルコアの外周に１８０℃で融解させた厚さ１．７ｍｍのポリエチ
レンからなるシース６０を施した。
【００４７】
　得られた光ファイバケーブルに対して、光ファイバケーブルの中間５０ｃｍのシースを
剥ぎ取り、押え巻きテープ４０の切り込み部のつまみ出しの容易性、および押え巻きテー
プ４０のめくれによるシースの外観不良の発生の有無を評価した。
　結果を表３に示す。
【００４８】

【表３】

【００４９】
　表３において、「切り込み部のつまみ出し」は、押え巻きテープ４０の切り込み部のつ
まみ出しの容易性を評価した結果を示すものであり、◎は特に容易であったもの、○は容
易であったもの、△はやや困難であったものを意味する。
　「めくれ」は、押え巻きテープ４０のめくれによるシースの外観不良の発生の有無を評
価した結果を示すものであり、押え巻きテープ４０のめくれによるシースの外観不良が発
生しなかったものを○、発生したものを×で示している。
　表３に示すように、切り込みの長さが２ｍｍ以上であり、かつ、切り込みの長さとスロ
ットロッドの外径の比が１．０以下であるサンプル３－２、３、５、６、８、９は、切り
込み部のつまみ出しが容易であり、かつ押え巻きテープ４０のめくれによるシースの外観
不良は発生しなかった。
【００５０】
　［実施例４］
　サンプル１－３の押え巻きテープ４０に各種ピッチの切り込み４５を入れた押え巻きテ
ープ４０を用いて、実際に光ファイバケーブルを製造し、中間後分岐作業性を評価した。
　切り込みは実施例２と同様、押え巻きテープ４０の長手方向に垂直な線状の切り込みで
あり、テープ４０の幅方向の片端に施した。
　スロットロッドは外径９ｍｍのＳＺ型スロットロッドであり、スロットロッドの外周に
はポリエチレンからなる粗巻き紐３０を左巻きに巻き、その上に表４に示す各種ピッチの
切り込みを入れた押え巻きテープ４０を右巻きに巻いた。
　なお、押え巻きテープ４０の巻き方は図１に示すような、隙間４１を設けた横巻きとし
た。
　また、得られたケーブルコアの外周に１８０℃で融解させた厚さ１．７ｍｍのポリエチ
レンからなるシース６０を施した。
【００５１】
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　得られた光ファイバケーブルに対して、光ファイバケーブルの中間のシースを５０ｃｍ
剥ぎ取り、押え巻きテープ４０の切り込み部の位置検出の容易性を評価した。結果を表４
に示す。
【００５２】
【表４】

　なお、表４において、「皮剥部切り込み個数」は、シース剥ぎ取り部５０ｃｍに存在す
る切り込み個数を意味し、「切り込み部の位置検出」は、◎は特に容易であったもの、○
は容易であったもの、△はやや困難であったものを意味する。
　表４に示すように、切り込みの間隔が２００ｍｍ以下であるサンプル４－１～４は、切
り込み部の位置検出が容易であった。
【００５３】
　上記実施例３および４においては、押え巻きテープ４０の巻き方は図１に示すような、
隙間４１を設けた横巻きとしているが、図４に示す隙間４１を設けていない横巻き、隙間
４１を設けた縦添え、隙間４１を設けない縦添えとすることもできる。なお、切り込み４
５が施された押え巻きテープ４０を用い、押え巻きテープ４０の巻き方を縦添えとした場
合は、切り込み４５が光ファイバケーブルの所定の円周方向に配置されるため、切り込み
４５の位置を容易に検出することができる。
　また、本発明は、上記実施の形態に限定されることなく、本発明の趣旨を逸脱しない範
囲において、種々の改良並びに設計の変更を行ってもよい。たとえば、上記実施形態例に
おいては、粗巻き紐３０を１本のみ施した例を示したが、本発明はこれに限ることはなく
、粗巻き紐３０を２本あるいは３本施してもよい。
【符号の説明】
【００５４】
１　光ファイバケーブル
１０　スロットロッド
１２　収納溝
２１　光ファイバ
３０　粗巻き紐
４０　押え巻テープ
４１　隙間
４５　切り込み
５０　固定紐
６０　シース
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【図３】

【図４】
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